
池田町監査委員告示第４号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により行った令和 2 年

度の財政援助団体（一般社団法人いけだワイン城）に係る監査の結果を、同法第１９９条

第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

令和２年６月８日 

池田町監査委員 河 合  裕 秋 

池田町監査委員 春 井 良 夫 

 
 

 

 

財政援助団体（一般社団法人いけだワイン城）監査報告書 
 

 本町の出資に伴う一般社団法人いけだワイン城に対し、地方自治法第１９９条第７項の規定により令

和元年度の決算監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により報告します。 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の範囲 

    令和元年度の出資に係る事業の実施状況 

 

 ２ 監査の実施期日 

    令和２年６月３日 

 

 ３ 監査の対象 

（１）名称等 

  名 称 一般社団法人 いけだワイン城 

    代表者 代表理事 村田政宣 

    所在地 池田町字清見 83番地の４ 

    設 立 令和 2年 8月 9日 

    主管課 ブドウ・ブドウ酒研究所 

 

（２）資本金等  

    資本金（基金）  20,000,000円 

    出資者  池田町 20,000,000円（出資比率 100%） 

 

 （３）設立の目的 

     この法人は、ワイン城運営において統一した全体戦略、方向性等を共有し、ワイン城の価値

再構築を図り、発信力を高め、新たな組織運営を目指し、施設の魅力向上を図るとともに、町

民の利用促進を図ることで町民がワイン城の存在や価値を再認識できるよう、努めるための包

括的な組織として運営し、ワイン城観光及び地域貢献に寄与することを目的とする。 

 

 （４）事業の内容 

   ① 物販事業（酒類及び町特産品等の販売） 

   ② 飲食事業（地元食材等を活用したレストラン運営） 

   ③ 価値訴求事業（十勝ワインの消費啓発としてのツアー、テイスティング運営） 

   ④ 町民利用事業（ワイン城の町民利用促進、町民・来場者の相互交流） 

   ⑤ その他目的を達成するために必要な事業 

 

 （５）組織体制（令和 2年 4月 1日現在） 

   ① マネージメント社員  2名（うち、サブマネージャーは令和 2年 6月から雇用予定） 



   ② 一般社員 総務・経理部門 2名 

          物販部門    3名 

          飲食部門    2名  合計 7名 

   ③ パート社員 物販部門   10名 

           飲食部門    5名  合計 15名 

 

 ４ 監査の方法 

    法人が設立された初年度の状況について、事業開始までの準備期間であることを考慮して、対

象法人から提出された決算報告書、社員総会議案等の資料に基づき、質問その他必要と認めた監

査手続きを実施した。 

 

 

 ５ 監査の着眼点 

  （１）事業計画書に添って事業が進められているか。 

（２）予算書及び決算諸表等は適法に作成されているか。 

  （３）事業実施に必要な人員の確保は適切に行われているか。 

  （４）会計経理は適切に行われているか。 

 

 

第２ 監査の結果等 

 １ 決算等の状況 

  （１）貸借対照表及び損益計算書                      単位：円 

貸借対照表 
令和 2年３月３１日現在 

損益計算書 
令和元年８月９日～令和２年３月３１日 

 資産合計 23,369,439   収 益 68,383,869  

  流動資産 21,704,117    売上高 68,272,584  

  固定資産 1,297,436    営業外収益 111,285  

  繰延資産 367,886      

     費 用 68,863,220  

 負債合計 3,848,790    売上原価 47,897,848  

  流動負債 3,840,790    販売管理費 20,901,641  

      営業外費用 17,131  

 純資産合計 19,520,649    法人税等 46,600  

  基 金 20,000,000      

  利益剰余金 △479,351   当期純利益 △479,351  

        

 

  （２）事業の状況 

ワイン城の改修工事に伴い、１０月２５日から仮設店舗での物販を開始したが、ワイン城

の休館や新型コロナウイルス感染症の影響により来場者が激減し、仮設店舗での売り上げは

当初計画を大きく下回る結果となった。しかし、ふるさと納税返礼品の売り上げが大きく伸

びたことから、結果として予算を上回る売り上げを計上し、更に仕入れ条件の改善などにも

努め、売上原価も抑えることができ、売上純利益を大きく増加させることができた。 

 

  （３）組織体制の整備 

      令和元年９月に組織運営の中心となる統括マネージャーを雇用し、事業開始に向けての準

備に入ったが、令和元年中に雇用を予定したサブマネージャーや管理部門の職員の採用が進

まず、当初予定から遅れぎみであった。その様な状況下で令和２年２月に統括マネージャー

が都合により解任（退職）となり、急遽町の職員が統括マネージャーとして就任することと

なった。その後、特に確保に苦慮していたパート社員の確保も新型コロナウイルス感染症な

どの外的要因によるワイン城リニューアルオープンの延期や雇用情勢の変化により必要な

人材の確保ができた。 

      現在は、オープンが延期となった時間を使い、サービスを向上させるための職員研修を行

いながら準備を進めている。 



 

 ２ 監査の結果 

    事業の開始年度である令和元年度は、当初人員の確保に苦慮し、途中での統括マネージャーの

交代などもあり、事業開始のための準備が全体的に遅れる状況であった。しかし、新型コロナウ

イルス感染症による影響などでワイン城のリニューアルオープンが延期となったことにより、準

備のための十分な時間が確保され、また必要な人員の確保も図られた 

    本格的な事業開始前の物販事業でも、予想以上の来場者の減少があったが、ふるさと納税の返

礼品の需要増により、計画を上回る収益を上げることができた。 

    法人の本格的な事業展開はこれからになるが、法人設立の目的にもあるワイン城の価値再構築

を目指し、広く町民に親しまれる施設となるよう努めていただきたい。 

 

 ３ 指摘事項 

    定款、決算諸表等提出された書類には特段指摘する事項はなかった。 

 

 ４ その他意見等 

    本法人は、池田町の観光の中核となるワイン城を運営することになるので、池田町としても主

管課であるブドウ・ブドウ酒研究所を中心に、十分に意思疎通を図りながら事業を進めていただ

きたい。 

 

 

 


